
ⅠⅠⅠⅠコーポレートコーポレートコーポレートコーポレート・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスにににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びびびび資本構成資本構成資本構成資本構成、、、、企業企業企業企業属属属属性性性性そのそのそのその他他他他のののの基本情報基本情報基本情報基本情報    

１１１１．．．．基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

２２２２．．．．資本構成資本構成資本構成資本構成    

【【【【大株主大株主大株主大株主のののの状状状状況況況況】】】】    

補足説明 

３３３３．．．．企業企業企業企業属属属属性性性性    

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンスコーポレートガバナンスコーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE UNICHARM CORPORATION
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ユニユニユニユニ・・・・チャームチャームチャームチャーム株式株式株式株式会会会会社社社社

代表取締役 社長執行役員 高原 豪久

問合せ先：執行役員 経理財務本部長  浅田 茂（03-3451-5111）

証券コード：8113

http://www.unicharm.co.jp/

当当当当社社社社ののののコーポレートコーポレートコーポレートコーポレート・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスのののの状状状状況況況況はははは以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。

当社グループは、社是に基づいた「正しい企業経営」を推進し、経営と執行部門が一体となった事業活動を通じて持続的な成長と中長期的な 
企業価値の創出、並びにステークホルダーとの適切な協働に努めることで、社会から評価・信頼される企業になることを目指しております。 
当社は、1999年に経営の監督と執行の分離を目的に執行役員制度を導入、2015年5月からは執行に対する取締役会の監督機能強化、 
及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上によりグローバルな視点から国内外のステークホルダーの期待に応えるため
監査等委員会設置会社に移行いたしました。 
この経営体制により、独立性を有する監査等委員が取締役会での議決権を持ち、監査等委員会が内部統制システムを積極的に活用して 
監査を行うことで、法令遵守のみならずステークホルダーとの適切な協働関係の維持や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土醸成に 
対して社外の目による経営の監査・監督機能を強化し、グローバル企業として“成長と規律のバランス”が取れた企業活動を実現していくことを 
コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 

外国人株式保有比率 30%以上

氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名名名名称称称称 所有株式所有株式所有株式所有株式数数数数（（（（株株株株）））） 割合割合割合割合（％）（％）（％）（％）

ユニテック(株) 154,956,780 24.96

高原基金(株) 28,080,000 4.52

日本マスタートラスト信託銀行(株) （信託口） 20,522,200 3.31

日本トラスティ・サービス信託銀行(株) （信託口） 18,176,700 2.93

日本マスタートラスト信託銀行(株) （退職給付信託口・広島銀行口） 17,287,200 2.78

(株)伊予銀行 （常任代理人 資産管理サービス信託銀行(株)） 15,299,856 2.46

ステート ストリート バンク  アンド トラスト カンパニー  
5050411 （常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

15,212,107 2.45

日本生命保険（相） 13,465,218 2.17

エイチエスビーシー バンク ピーエルシー アカウント サウジアラビアン マネタリー エージェ
シー イレブン （常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

9,654,100 1.56

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フォー デポジタリー レシー
ト ホルダーズ （常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部） 

8,912,143 1.44

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

――― 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満



４４４４．．．．支配株主支配株主支配株主支配株主とのとのとのとの取引等取引等取引等取引等をををを行行行行うううう際際際際におけるにおけるにおけるにおける少少少少数数数数株主株主株主株主のののの保護保護保護保護のののの方策方策方策方策にににに関関関関するするするする指針指針指針指針    

５５５５．．．．そのそのそのその他他他他コーポレートコーポレートコーポレートコーポレート・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスにににに重要重要重要重要なななな影響影響影響影響をををを与与与与えうるえうるえうるえうる特別特別特別特別なななな事情事情事情事情    

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

――― 

――― 



ⅡⅡⅡⅡ経営経営経営経営上上上上のののの意思決定意思決定意思決定意思決定、、、、執行及執行及執行及執行及びびびび監督監督監督監督にににに係係係係るるるる経営経営経営経営管理組織管理組織管理組織管理組織そのそのそのその他他他他ののののコーポレートコーポレートコーポレートコーポレート・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス体制体制体制体制のののの状状状状況況況況    

１１１１．．．．機機機機関関関関構成構成構成構成・・・・組織運組織運組織運組織運営営営営等等等等にににに係係係係るるるる事項事項事項事項    

【【【【取締役取締役取締役取締役関関関関係係係係】】】】    

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

組織形態 監査等委員会設置会社

定款上の取締役の員数 18 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名氏名氏名氏名 属属属属性性性性
会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係((((※)※)※)※)

aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiii jjjj kkkk

平田 雅彦 他の会社の出身者 ○

藤本 公亮 他の会社の出身者 △

※※※※    会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係についてのについてのについてのについての選選選選択択択択項目項目項目項目    
※※※※    本人本人本人本人がががが各項目各項目各項目各項目にににに「「「「現在現在現在現在・・・・最近最近最近最近」」」」においてにおいてにおいてにおいて該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「○○○○」、「」、「」、「」、「過去過去過去過去」」」」にににに該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「△△△△」」」」    
※※※※    近親者近親者近親者近親者がががが各項目各項目各項目各項目にににに「「「「現在現在現在現在・・・・最近最近最近最近」」」」においてにおいてにおいてにおいて該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「●●●●」、「」、「」、「」、「過去過去過去過去」」」」にににに該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「▲▲▲▲」」」」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名氏名氏名氏名
監監監監査査査査等等等等    
委員委員委員委員

独独独独立立立立    
役員役員役員役員

適合項目適合項目適合項目適合項目にににに関関関関するするするする補足補足補足補足説説説説明明明明 選任選任選任選任のののの理由理由理由理由

平田 雅彦 ○ ○
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役 
株式会社インテグレックス社外取締役 

元松下電器産業株式会社（現パナソニック株 
式会社）の副社長でその他要職を歴任 
当社の社外監査役である平田雅彦氏は、「独 
立役員の属性等」にて規定されている者に該 
当しないため、一般株主と利益相反の生じるお 
それがないと判断し、独立役員として指定いた 
します 

藤本 公亮 ○ ○ ―――

元株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京Ｕ 
ＦＪ銀行）専務取締役、元三菱ＵＦＪ証券株式会 
社取締役社長、元同社相談役、元三菱ＵＦＪニ 
コス株式会社監査役を歴任 
当社の社外取締役である藤本公亮氏は、当社 
の主要な借入先である(株)三菱東京UFJ銀行 
（当時は(株)三和銀行）で業務執行者として勤 
務していたが、既に同行退職より14年を経過し 
ていることに加え、当社総資産に占める借入
金 
総額は4.8％と依存度が低い中で、同行からの 



【【【【監監監監査査査査等委員等委員等委員等委員会会会会】】】】    

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

【【【【任意任意任意任意のののの委員委員委員委員会会会会】】】】    

【【【【独独独独立役員立役員立役員立役員関関関関係係係係】】】】    

その他独立役員に関する事項 

【【【【インセンティブインセンティブインセンティブインセンティブ関関関関係係係係】】】】    

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

借入（共同幹事のシンジケートローンを含む）
は当社借入総額の39.8％を占めているが、取
引実行において他の金融機関との間で適切な
競争関係を保っており、当該役員の存在が当
社のガバナンス体制に何ら影響を与えるもの
ではなく、当社一般株主と利益相反を生じるお
それがないものと判断し、独立役員として指定
いたします 

全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人として、常勤監査等委員を1名、その補助機能として監査等委員会室を設置し、兼務の補助
スタッフを１名配置しております。なお、当該取締役及び使用人の独立性を確保するため、任命・異動・懲戒等の人事権に係る事項の決定にあた
っては、事前に監査等委員会の同意を得るものとしております。 

監査等委員会は、会計監査人（あらた監査法人）と連携して、本社及び主要な事業所並びに子会社における業務の執行状況及び財産の状況を
調査し、報告を求め、財務諸表に対する信頼性の向上のため、四半期に1回定期的に、あるいは、必要に応じて随時会合を持ち、それぞれの監
査計画と結果について状況の共有を図りながら、効果的且つ効率的な監査を実施しております。 
また、内部監査部門とは、毎月内部監査報告会を開催し、執行部門に対する内部監査結果の報告を受け、内部統制システムの適正性を総合
的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップに取り組んでおります。 

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

独立役員の人数 2 名

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

経営の成果が当社株式時価総額の増減に反映され、株主利益に直結するという考え方から、当社では、当社の監査等委員でない取締役及び従
業員、並びに国内完全子会社の従業員に対して、事前に定めた目標株価条件を一定期間内に超えなかった場合は権利が失効する条件を付し
て、株主総会において承認決議された上限株数の範囲内で、それぞれの役職や責任に応じてストックオプションとして新株予約権を発行しており
ます。  

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の従業員

「社是の実現」を通じて目標とした企業価値（株式時価総額）に到達した場合、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益に連動して当社の
監査等委員でない取締役及び従業員、並びに国内完全子会社の従業員も利益が享受できる制度を導入することで、企業活動に携わる一人ひと
りの士気をさらに高めて、それぞれの計画を達成することが企業全体の価値増大につながる一体感を醸成し、成功確率を更に高めることを目的
としてストックオプションを付与しております。  



【【【【取締役報酬取締役報酬取締役報酬取締役報酬関関関関係係係係】】】】    

該当項目に関する補足説明 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【【【【社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役ののののサポートサポートサポートサポート体制体制体制体制】】】】    

２２２２．．．．業務執行業務執行業務執行業務執行、、、、監監監監査査査査・・・・監督監督監督監督、、、、指名指名指名指名、、、、報酬決定等報酬決定等報酬決定等報酬決定等のののの機能機能機能機能にににに係係係係るるるる事項事項事項事項（（（（現現現現状状状状ののののコーポレートコーポレートコーポレートコーポレート・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス体制体制体制体制のののの概概概概要要要要））））    

３３３３．．．．現現現現状状状状ののののコーポレートコーポレートコーポレートコーポレート・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス体制体制体制体制をををを選選選選択択択択しているしているしているしている理由理由理由理由    

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

第55期事業年度に取締役へ支払った報酬は、「定款又は株主総会決議に基づく報酬」の支給人員が11名、支給総額は480百万円であり、有価証
券報告書において報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額を開示しております。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

当社取締役への報酬については、社是に基づきステークホルダーに対する価値創造の実現のために、優秀な人材の確保・維持、業績の拡大へ
のインセンティブや戦略企画推進力、またコンプライアンス遵守状況などを勘案し、平成27年３月27日開催の第55回定時株主総会において決議
していただいた報酬限度額の範囲で、それぞれの職責に応じた報酬水準としており、この水準については経営環境の変化を考慮しながら監査等
委員であるものを除く取締役については代表取締役が提案し取締役会に諮り、監査等委員である取締役については、監査等委員長が提案し監
査等委員会に諮ることによって、その妥当性を検証しております。 

監査等委員会の補助機能として設置している監査等委員会室の補助スタッフが、監査等委員である２名の社外取締役を補佐するとともに、それ
ぞれ担当セクレタリーを置き、取締役及び幹部社員との定期的なミーティングや、毎月開催する取締役会に関する資料の事前配布及び事前説明
が必要な場合の関係部門とのミーティングを設定するなど、情報伝達体制を整えております。 

●当社は、監査等委員会設置会社という経営形態を採用しており、監査等委員でない取締役８名、執行役員17名（内、取締役兼務者７名）、監査
等委員である取締役３名（内、社外取締役２名）の経営体制であります。 
●監査等委員でない取締役の任期は、経営の機動性及び柔軟性の向上を図るため１年、監査等委員である取締役の任期は２年としております。 
●当社の業務執行体制は、代表取締役社長執行役員が執行機関の長として業務執行に当り、執行役員は、毎年、各執行部門の責任者として選 
任されます。 
●事業計画は、全取締役が出席する事業計画諮問会議にて審議されることで、取締役会の業務執行に対する監督機能強化を図っております。 
この決定された事業計画に基づく業務執行力を強化するために、業務執行会を設置しております。代表取締役社長執行役員を議長とする業務執
行会を毎月開催しており、議長が設定した月次の業務執行上の重要課題について、執行役員と関連執行部門が全社の経営状況を鑑みて適切、
且つ、迅速に課題解決に当っております。尚、業務執行会には監査等委員である取締役も出席し、執行部門における経営効率性や内部統制の
有効性を適宜、検証しております。 
●内部監査部門として経営監査部を設置しております。経営監査部は監査等委員会と連携しながら執行部門に対して内部監査を実施、指摘事
項とその改善案を記載した内部監査報告書を作成して、代表取締役社長執行役員へ報告するとともに、監査等委員会及び被監査部門に提出さ
れ、是正・不備事項が指摘された場合は、改善計画が立案・実行され、経営監査部がその改善結果を監視する体制をとっております。 
●当社の事業活動にとって重要な課題である「企業倫理確保」「品質保証」「環境対応」「薬事法令遵守」「商品安全性確保」については、 
Corporate Social Responsibility本部（以下、CSR本部）が全社統合的な主管部門として、顧客満足の最大化と企業競争力の強化を一元化する
「正しい企業経営」の浸透を推進しており、その活動の経過及び結果を報告するCSR委員会及び企業倫理委員会には、監査等委員が常任メンバ
ーとして出席し、内部統制の有効性を適宜、検証しております。 
●当社は、会計監査にあらた監査法人を選任しており、会計監査を通じて業務上の改善につながる提案を受けております。当社と同監査法人 
および当社監査に従事する同監査法人の業務執行役員の間には、特別の利害関係はありません。 
＜業務を執行した公認会計士の氏名＞ 
山本昌弘、齊藤剛、椎野泰輔 
＜会計監査に係る補助者の構成＞ 
公認会計士 ７名、その他 ５名  
●顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適宜アドバイスを受けております。  

当社は、1999年６月より執行役員制度を導入し、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と執行役員による業務執行機能の分離を進めて
まいりましたが、企業統治構造の強化が社会的要請になってきている昨今の状況を鑑み、会社法の一部を改正する法律（平成26年6月27日法律
第90号）の施行の日（平成27年5月1日）により、取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上に
より成長と規律のバランス配慮に優れ、海外のステークホルダーにも受け入れられやすい統治構造でもある、監査等委員会設置会社という新た
なガバナンス体制を選択しております。 



ⅢⅢⅢⅢ株主株主株主株主そのそのそのその他他他他のののの利害利害利害利害関関関関係者係者係者係者にににに関関関関するするするする施策施策施策施策のののの実実実実施施施施状状状状況況況況    

１１１１．．．．株主株主株主株主総会総会総会総会のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび議決議決議決議決権権権権行使行使行使行使のののの円円円円滑化滑化滑化滑化にににに向向向向けてのけてのけてのけての取組取組取組取組みみみみ状状状状況況況況    

２２２２．ＩＲ．ＩＲ．ＩＲ．ＩＲにににに関関関関するするするする活動活動活動活動状状状状況況況況    

３３３３．．．．ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダーのののの立場立場立場立場のののの尊重尊重尊重尊重にににに係係係係るるるる取組取組取組取組みみみみ状状状状況況況況    

補足説明

その他

招集通知・議決権行使についての参考書類をホームページに掲載するとともに、株主総会で 
は報告内容、議案の説明にパワーポイントを利用する等、株主に対して、会社情報の可視化 
に努めております。 
平成26年12月期から決算日を12月31日に変更し、また、インターネットによる議決権行使 
制度や機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを採用するなど、株主総会の活性化 
及び議決権行使の円滑化に向けた取り組みを行っております。  

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社は、企業の説明責任を果たし、経営の透明性を高めるため、法令に基づく
開示を適切に行うことに加え、ＩＲ活動にも注力しております。年２回、第２四半
期及び期末決算発表当日の午後からアナリスト及び機関投資家向けに決算
説明会を開催し、代表取締役社長執行役員自らが財務内容や事業活動状況・
今後の方針・戦略等の経営情報について説明しております。 

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
毎年、欧州及び米州において各１回、代表取締役社長執行役員自らが海外の
投資家を訪問しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
ホームページ（http://www.unicharm.co.jp）において決算短信・有価証券報告
書・決算説明会資料・株主総会招集通知、統合報告書等のIR 資料を、英訳版
とともに開示しております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当社は、1999年に社員が共通して持つべき価値観や、それに基づく行動を明文化した「“信念と 
誓い”と企業行動原則」を制定し、５つの誓い「お客様への誓い」「株主への誓い」「お取引先へ
の誓い」「社員への誓い」「社会への誓い」の社員への浸透を図っております。 

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

・当社は環境方針・環境行動指針をもとに、環境マネジメント体制を構築し、地域環境保全の取 
り組みを進めており、ISO14001 の認証を国内外の主要な事業所で取得が完了いたしました。 
・当社は2003年にＣＳＲ部を設置し、グループ全体でＣＳＲ活動に取り組んでおり、「誠実に着実 
に社会に尽くしつづけるＣＳＲ推進企業」を目指しております。 
・お客様相談センターでは消費生活アドバイザーの資格を有するオペレーターを配し、お客様か 
らの情報収集とその対応をしています。経済産業大臣表彰制度「消費者志向優良企業」の2005 
年度総合表彰を受賞いたしました。また、2006年７月には、苦情対応マネジメントシステムの国 
際規格ISO10002の自己適合宣言を行いました。この仕組みは、海外主要拠点のお客様相談室 
へ横展開し、グループでお客様満足向上に向けた取り組みを行っております。 
・社員へは社内研修制度、メンタルヘルス制度、育児休業制度等、ワーク・ライフ・バランスを考 
慮した仕組みを設け働きやすい職場環境を支援しています。また、子育て支援の取り組みが評
価され、2007年及び2009年には「子育て支援企業」に認定されました。 
・お取引先との円滑な関係構築のため、営業部門の取引先に「方針発表会」、購買部門の取引 
先に「サプライヤー品質方針説明会」を年１回実施しています。また、サプライヤーと協働で 
行うＣＳＲ調達を推進しており、ＣＳＲ調達ガイドラインを海外主要拠点で運用しています。 
・ＣＳＲの観点から「ステークホルダーダイアログ」を実施し、ステークホルダーのご意見を経営 
に反映させております。 
・災害等発生において行政や業界団体を通じ、最大限の支援物資提供等の社会貢献活動を行 
っております。 
・公正で透明性のある企業活動情報開示のため、専門機関の第三者審査を受けたＣＳＲ報告 
を年１回作成しております。また、多くのステークホルダーにご覧いただけるようＷｅｂサイトでも
情報開示を行っております。 

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

情報開示については、「“信念と誓い”と企業行動原則（株主への誓い）」として「私たちは、積極
的な経営情報の開示を行い、信頼される企業経営の推進に努めます。」と定めております。この
「株主への誓い」に基づき、株主、投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーへの迅速且
つ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報開示により、経営の透明性を高めておりま
す。 



その他

＜女性の活躍の方針・取り組みに関して＞ 
ユニ・チャームの両立支援は、ユニ・チャームの事業理念「NOLA＆DOLA」のもとで、働く社員 
にも生活の負担を取り除いて仕事を通じて夢をかなえてもらいたい、個人の能力を最大限に発 
揮できるチャンスを創出したいと考え、取組んでおります。 
社員のニーズや実情に合わせ、高度不妊治療のための休暇制度や産前産後休暇及び育児休
暇制度の充実、女性採用の取り組みとして妊娠・出産予定の女性の入社資格を30歳まで継続
する「Fresh-Mom Recruitment」制度の導入、女性社員がキャリアプランを考える機会として女
性キャリア研修を設けるなど、女性社員の育成・定着を図っております。 



ⅣⅣⅣⅣ内内内内部統制部統制部統制部統制システムシステムシステムシステム等等等等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

１１１１．．．．内内内内部統制部統制部統制部統制システムシステムシステムシステムにににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその整備整備整備整備状状状状況況況況    

※当社は、内部統制システムを以下のとおり整備しております。 
 
１．取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保する体制 
(1)コーポレートガバナンス 
a)当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定
プロセスの適正性・透明性を確保します。取締役会は、法令、定款及び取締役会規則その他の社内規程に則り、重要事項を決定するとともに、取
締役の職務の執行を監督します。 
b)取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に則り、担当職務を執行します。 
c)当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行とを分離し、取締役会の監督機能強化と業務執行責任における組織運営の効率化及び意思決
定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しています。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当
職務及び業務を執行します。 
d)当社は、グループ共通の「決裁権限規程」を整備し、それに従って業務を行うことによって、業務の適正性を確保しています。グループを横断し
た決裁や意見具申を行う等の決裁権限の設計を行うことにより、組織運営の効率化及び意思決定の迅速化を図っています。 
(2)コンプライアンス 
a)当社は、社是に「企業の成長発展、社員の幸福、及び社会的責任の達成を一元化する正しい企業経営の推進に努める」と掲げ、これを経営の
指針としています。 
b)当社は、取締役及び社員が高い倫理観を持ち、法令及び定款を遵守するための指針として、当社における行動指針等を冊子にまとめて解説し
た「The Unicharm Way」を作成し、これをコンプライアンス体制の基盤としています。 
c)当社は、「The Unicharm Way」に掲げる精神を、代表取締役社長執行役員及び執行役員が全世界の社員に発信し続けることにより、企業倫理
意識の向上及び浸透に努め、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提にあることを徹底しています。 
d)当社は、品質・安全・環境を骨格とする、あらゆる社会的責任にかかる事項の活動監視を目的とした「ＣＳＲ委員会」を設置し、企業行動の適法
性、公正性、健全性の確保を行います。これらの活動を推進するための専任部門としてＣＳＲ本部を設置します。 
e)当社は、法令違反、社内規程違反、重大な企業倫理違反に関する相談・通報窓口として「Compliance Hotline」を、社内のハラスメント行為や人
間関係等の職場の問題に対する相談・通報窓口として「りんりんDial」を設置し、コンプライアンス体制の整備・充実に努めます。これらの運用窓口
としてＣＳＲ本部内に企業倫理室を設置し、重篤な問題の発生時には、社長執行役員が、監査等委員を常任委員とする「企業倫理委員会」を招集
し、委員長として問題の解決にあたります。 
f)当社は、法令等の遵守に関する意識向上と問題の発生を未然に防止することを目的とし、知財法務部門が取締役及び社員へのコンプライアン
ス教育、並びに法令等遵守状況の定期的な確認及び改善活動を行います。 
g)当社は、部門の業務執行が、法令等に則って適正に行われていることを監査するとともに、必要に応じて改善提言を行うため、各業務執行部門
から独立した社長執行役員直轄の内部監査部門を設置し、当社及び子会社の内部監査を行います。 
h)当社は、反社会的勢力の排除に関して、その方針・基準を「The Unicharm Way」の「行動指針」において規定し、さらに、弁護士や警察等と連携
し、組織的に対応する体制を構築しています。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
当社は、「情報管理セキュリティ規程」その他の社内規程に則り、取締役の職務の執行に係る重要な文書を関連資料とともに適切に保存・管理し
ます。取締役は、いつでもこれを閲覧することができます。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
a)取締役会は、各部門より定期的に報告される重要リスクを分析・評価することによって、改善策を審議し、決定します。 
b)社員が業務執行を行うに際しては、社内規程に明確化された職務分掌及び権限に基づいて、責任を持ってリスク管理を行うものとします。 
c)社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務執行を行う体制とし、取締役及び社員それぞれが自己の職務分掌及び権
限に応じ、責任を持ってリスク管理を行うとの認識のもとで業務を行うことを基本とします。 
d)重大な危機が発生した場合には、危機管理に係る規程として制定した「クライシスコミュニケーションマニュアル」に基づき、「危機対応委員会」を
設置し、迅速かつ適切な対応と早期復旧に努めます。  
e)内部監査部門は、これらの各種規程やマニュアルに沿って、関連部門と連携し、各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施します。 
  
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
当社は、取締役の適切な役割分担と監督体制により、効率的な事業運営を行うため、以下の取組みを行います。 
a)優先順位の高い課題に時間と行動を集中させる当社独自の経営手法である「ＳＡＰＳ経営」を、毎週欠かさずグループ全体にテレビ会議を接続
して徹底し、一定の思考プロセスによる意思決定を行うことで、取締役及び社員の業務執行の効率化を推進します。 
b)当社は、執行役員制度の採用により、経営と業務執行を分離し、執行役員としての業務執行責任を明確にするとともに、事業環境の変化に迅
速かつ柔軟に対応する仕組として、取締役会とは別に業務執行会を設け、毎月運営をしています。 
c)当社は、取締役会にてグループ大綱方針を決定し、各部門の担当執行役員が全社方針を徹底します。各部門はそれを受けて事業計画を策定
し、諮問会議に諮ります。 
d)各部門の事業計画を具体化するため、半期毎に、事業部門別、企業別の予算を策定し、取締役会に諮ります。 
e)毎月開催される業務執行会で、担当執行役員がその執行状況について報告し、必要に応じて対応策を検討します。重要な事項は、取締役会に
報告します。 
f)グループ全体に係る情報の伝達や業務において、ITを有効かつ適切に利用します。 
 
５．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 
a)当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき、関係資料等の提出を求めます。 
b)当社は、その経営成績・財務状態その他の重要な情報について報告を受けることを目的として、四半期に一回、子会社からの決算財務報告の
提出を求めます。 
 
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
a)当社は、当社の取締役会及び業務執行会に定期的に報告される、子会社の重要リスクを分析・評価することによって、改善策を審議し、決定し
ます。 
b)当社は、子会社に、職務分掌及び権限に基づいて業務執行を行う体制の構築、並びに責任を持ったリスク管理の実施を求めており、担当執行
役員は、定期的に子会社の重要リスクについて親会社に報告する旨を、「関係会社管理規程」に定めています。 
c)当社は、子会社に重大な危機が発生した場合には、危機管理に係る規程として制定した「クライシスコミュニケーションマニュアル」に基づき、
「危機対応委員会」を設置し、迅速かつ適切な対応と早期復旧に努めます。 
d)当社の内部監査部門は、これらのマニュアル等に基づき、子会社の内部監査部門その他の関連部門と連携し、子会社各部門の日常的なリス
ク管理状況の監査を実施します。 



２２２２．．．．反社反社反社反社会会会会的勢力排除的勢力排除的勢力排除的勢力排除にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその整備整備整備整備状状状状況況況況    

 
(3)子会社の取締役等及び社員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、効率的な事業運営を行うため、以下の取組みを行います。 
a)優先順位の高い課題に時間と行動を集中させる当社独自の経営手法である「ＳＡＰＳ経営」を、毎週欠かさずグループ全体にテレビ会議を接続
して徹底し、一定の思考プロセスによる意思決定を行うことで、取締役等及び社員の業務執行の効率化を推進します。 
b)当社の取締役会にてグループ大綱方針を決定し、各子会社担当の執行役員が全社方針を徹底します。子会社はそれを受けて事業計画を策定
し、当社の諮問会議に諮ります。 
c)当該事業計画を具体化するため、子会社は半期毎に予算を策定し、当社の取締役会に諮ります。 
d)子会社は、当社の求めに応じて業務執行会でその事業運営の状況について報告し、必要に応じて対応策を検討します。重要な事項は、当社の
取締役会に報告します。 
e)当社と子会社間の情報の伝達や業務において、ITを有効かつ適切に利用します。 
 
(4)子会社の取締役等及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
a)当社は、法令及び定款を遵守するための指針として「The Unicharm Way」を子会社の取締役等及び全社員に配布し、その浸透に努めるととも
に、その遵守を徹底しています。 
b)当社は、子会社に係る法令違反、社内規程違反、重大な企業倫理違反に関する相談・通報窓口として「Compliance Hotline」を、社内のハラスメ
ント行為や人間関係等の職場の問題に対する相談・通報窓口として「りんりんDial」を設置します。 
c)当社は、子会社の法令等の遵守に関する意識向上と問題発生の未然防止を目的とし、子会社の取締役等及び社員へのコンプライアンス教
育、法令等遵守状況の定期的な確認及び必要に応じた改善活動を行います。 
d)当社は、子会社の業務執行が、法令等に則って適正に行われていることを監査するとともに、必要に応じて改善提言を行うため、子会社の内部
監査を行います。 
   
６．監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する事項 
a)当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置します。 
b)当社は、監査等委員会の職務を補助するための社員の任命・異動・懲戒等の人事権に係る事項の決定にあたっては、事前に監査等委員会の
同意を得るものとします。 
 
７．監査等委員会への報告に関する体制 
(1)当社の取締役及び社員が監査等委員会に報告をするための体制 
a) 取締役及び社員は、監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告するものとします。また、当社に著しい損害を及ぼした
事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとします。 
b)取締役及び社員は、監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力するものとします。  
c)社員が法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、これを発見次第、直ちに 
「Compliance Hotline」又は「りんりんDial」に通報するものとします。「Compliance Hotline」及び「りんりんDial」の担当部門である企業倫理室は、内
部通報の状況について、通報者の匿名性に配慮したうえで、「企業倫理委員会」として定期的に取締役会に対して報告するものとします。 
 
(2)子会社の取締役等及び社員が当社の監査等委員会に報告をするための体制 
a)子会社の取締役等及び社員は、当社の監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、速やかに報告する
ものとします。 
b)子会社の取締役等及び社員は、正当な理由があるときを除き、当社の監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力する
ものとします。 
c)子会社の取締役等及び社員が法令等の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した
場合は、これを発見次第、直ちに「Compliance Hotline」又は「りんりんDial」に通報するものとします。 「Compliance Hotline」及び「りんりんDial」の
担当部門である当社の企業倫理室は、内部通報の状況について、通報者の匿名性に配慮したうえで、「企業倫理委員会」として定期的に取締役
会に対して報告するものとします。 
 
８．監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを 
受けないことを確保するための体制 
a)当社の社内規程において、「Compliance Hotline」又は「りんりんDial」への相談・通報者に対する不利益な取扱いを禁止します。 
b)」監査等委員会への報告を行った者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。また、監査等委員会へ報告
を行った者及びその内容については、厳重な情報管理体制を整備し、報告者が不利益な取扱いを受けることを防止します。 
 
９．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項 
当社は、監査等委員がその職務の執行について費用の前払い・支払い等の請求をしたときは、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でな
いことを証明した場合を除き、その前払い・支払い等を行います。 
 
10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
a)監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社の監査役等と、情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密
な連携を図ります。  
b)監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役社長執行役員と定期的に会合を開催します。  
c)監査等委員会は、職務の遂行に当たり必要な場合には、弁護士又は公認会計士等の外部専門家との連携を図ります。 

当社は、「“信念と誓い”と企業行動原則（社会への誓い）」実現のための行動指針として、反社会的勢力に対してはいかなる関係も持たず、いか
なる要求にも応じない、毅然とした態度で臨むことを定めております。 
 
反社会的勢力排除に向けた整備状況 
反社会的勢力排除に向けた取り組みについては、法令及び企業倫理に則り対応することが重要であるとの認識に立ち、当社では上記行動指針
をグループ全社の取締役及び社員へ周知、徹底していくとともに、警察等の外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集・管理に
努め、継続して社員の教育・啓発及びマニュアル整備等を通じてさらなる社内体制の整備、強化を図ってまいります。  



ⅤⅤⅤⅤそのそのそのその他他他他    

１１１１．．．．買買買買収収収収防衛策防衛策防衛策防衛策のののの導入導入導入導入のののの有無有無有無有無    

該当項目に関する補足説明 

２２２２．．．．そのそのそのその他他他他コーポレートコーポレートコーポレートコーポレート・・・・ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス体制等体制等体制等体制等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

買収防衛策の導入の有無 なし

当社は、企業価値の向上が、企業として当社の重要な責務であると認識しております。この認識のもと、当社では、製品開発力・技術開発力の 
向上、利益指向のオペレーション等に取り組むことによって、国際競争力・収益力の向上を可能とするための体制構築に努めております。 
収益力を高め、企業価値を向上させることが、株主の皆様の利益につながり、それがより多くの投資家層を広げ、資本の長期的な安定をもたら 
すと考え、これこそが企業買収に対する最も有効な防衛策であると認識しております。  

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は次のとおりです。 
（１）適時開示方針 
当社及び関係会社から構成される当社グループの全取締役、全社員の行動指針である「The unicharm way」において「“信念と誓い”と企業行動
原則（株主への誓い）」を定め、経営情報の開示について「株主・投資家等に対し、ＩＲ活動を通じて、財務内容や事業活動状況・今後の方針・戦略
等の経営情報を的確に開示し、またそれらの情報に対するご意見を、真摯に受け止め経営の改善に努める」ことを宣誓し、説明責任を果たすべ
く、上場会社として会社情報の適時開示に努めております。 
 
（２）適時開示体制 
当社は、重要な会社情報について、関係会社に係るものも含めて、当社のコーポレート機能部門に集約される体制を構築しており、当該部門の 
責任者が協議のうえ、適時開示すべき情報については社長執行役員の承認を得て、東京証券取引所に届出している情報取扱責任者が、その 
内容、時期及び方法等について決定し、情報取扱担当部門及びIR担当へTD netへの登録、資料投函、及び記者会見等の指示を行います。 
なお、重要な会社情報を一元管理する体制は以下のとおりであります。 
●決定事実（決算情報を含む） 
当社及び関係会社に統一して適用している「グループ決裁権限規程」により、決定事項の性質及び重要性に応じて決定機関、決裁者及び合議者
を定め、内部統制と情報統制を一体化することで、重要な会社情報は必ず当社のコーポレート機能部門に集約される体制を構築しております。ま
た、その中でも、取締役会において決定すべき重要な事項については、各議案を事前に情報取扱担当部門又は取締役会事務局が法令やガイド
ライン、事例等に基づいて適時開示の要否判断を行うことを義務付けております。 
●発生事実 
当社及び関係会社の取締役及び社員には、当社及び関係会社に重大な影響を及ぼす事実が発生した場合、危機管理に係る規程である 
「クライシス コミュニケーション マニュアル」に基づき行動することを義務付けており、発生部門又は各関係会社から当社のコーポレート機能部門 
に当該発生事実に係る情報が集約される体制を構築しております。 
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